
（単位：円）

関連資料No
団 体 名 補助金の上限額 交付予定額 活　動　内　容

No.1
（6学区分あります）

野洲市青少年育成市民会議 700,000 412,200
目的：青少年の健全育成。
パトロール、広報誌発行など各学区の実情に基づき事業を展開する。

No.2 野洲市文化協会 600,000 500,000

目的：市内で活躍する文化芸術団体相互の連携を図り、市民の文化芸術の向上と市の文化的発展に貢
献する。
・広報誌「文協やす）の発行
・市文化芸術祭実行委員会への参画

No.3 野洲市音楽のあるまちづくり実行委員会 100,000 67,000
目的：コンサートを企画、運営し、音楽への関心を高めるためにより、市のまちづくりに貢献する。
・市内において、月に1回程度コンサートを開催する。

No.4 野洲市ＰＴＡ連絡協議会 100,000 50,000

目的:保護者と教師が協力して家庭と学校と地域における園児・児童・生徒の幸福な成長を図るため
に市内PTA活動の協力にもとづいて、地域の教育環境の向上を目指すことを目的とする。
・役員会（新旧合同説明会含む）５回
・奉仕作業
・その他研修等

No.5 野洲市ガールスカウト連絡協議会 100,000 67,000
目的：ガールスカウト運動の推進と、発展に尽くす。
月2回程度の活動　こども達の自然体験・交流の場の創出

No.6 野洲市エルダー婦人会 100,000 27,000

目的：今日まで培った経験を明るく住みよい町づくりに生かし、仲間の輪を広げ、うるおいのある地
域社会を築く。
・月2回程度の活動　地域住民同士がつながり合う交流の場を創出
・料理・手芸・農業体験・グラウンドゴルフ・施設ボランティア活動
・市の環境推進事業にも積極的に参加している

No.7 野洲市社会教育関係団体共同設置事務所 上限なし 2,400,000

目的：市民の生涯学習社会の構築をめざし、活力ある地域社会を創造するため、各団体の事務処理を
円滑に進めるために共同して事務局を置き事務を行う。
・各団長会議
・各団体との連絡調整

交付の根拠:野洲市社会教育関係団体活動補助金交付要綱による
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